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1.  総則総則総則総則 

1.1.  本書の位置づけ本書の位置づけ本書の位置づけ本書の位置づけ 

本書は、周南市（以下「市」という。）が、周南市立小学校普通教室空調設備整備事業（以下「本

事業」という。）を実施する事業者の募集・選定にあたり、本事業に参加しようとする者を対象に

交付する「入札説明書」と一体のものとして、本事業の業務遂行について、市が事業者に要求す

る最低限満たすべき水準を示すものである。 

 

1.2.  基本的事項基本的事項基本的事項基本的事項 

1.2.1.  本事業の基本的な考え方本事業の基本的な考え方本事業の基本的な考え方本事業の基本的な考え方 

ア 快適な教育環境の整備 

児童が快適に学習できる教育環境を実現するために小学校普通教室に空調設備の整備を

行う。空調設備を整備するにあたっては、児童の日々の学校生活への影響を最小限に留

めることを最優先とし、早期かつ一斉の整備をめざすこと。また、事業期間全体を通じ

て児童、職員、保護者、学校利用者、近隣住民等の安全に十分配慮すること。 

イ 良質で経済的なサービス提供 

良好で適切な空調設備の性能を維持し、かつ、初期費用及び維持管理費を含めたライフ

サイクルコストの縮減に配慮した設計・維持管理を行うこと。 

ウ 地域への貢献 

事業実施に伴い、市内企業を積極的に選定し、経済面だけでなく、市内企業への技術力

向上に貢献すること。 

エ 環境への配慮 

地球温暖化防止のため、効率的なエネルギーの利用、リサイクル材の利用等に留意する

とともに、二酸化炭素排出量の削減やフロン類の漏洩量の削減に貢献するよう、施工段

階から維持管理期間まで環境保全に留意すること。また、学校環境、周辺環境に対する

影響を十分考慮したうえで必要な措置を講じること。 

 

1.2.2.  用語の定義用語の定義用語の定義用語の定義 

本要求水準書において使用する用語は、以下の定義とする。 

用 語 定   義 

事業者 市と事業契約を締結し、本事業を実施する民間事業者をいう。 

空調設備 冷暖房設備のことをいい、室内機、室外機及び配管、並びに本事業において整

備される一切の設備のことをいう。 

本件工事 空調設備の設置に係る工事一式をいう。 

対象校 空調設備を設置する小学校25校をいう。 

点検 機能状態や減耗の程度などをあらかじめ定めた手順により調べることをいう。 

保守 初期の性能及び機能を維持する目的で、周期的又は継続的に行う注油、小部品・

消耗品の取替等の軽微な作業をいう。 

修繕 劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を原状（初期の水準）又は実用上支

障のない状態まで回復させることをいう。ただし、保守の範囲に含まれる定期

的な小部品・消耗品の取替等は除く。 

更新 劣化した部位・部材や機器などを新しい物に取り替えることをいう。 

構成員 本事業を実施するにあたり構成されるグループの各事業者のことをいう。 
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1.2.3.  遵守すべき法令等遵守すべき法令等遵守すべき法令等遵守すべき法令等 

本事業の遂行に際しては、設計、施工、工事監理、維持管理の各業務の提案内容に応じて関連

する以下の法令、条例、規則、要綱（以下「法令等」という。）を遵守し、各種基準、指針等は、

本事業の要求水準と照らし合わせて適宜参考にすること。 

なお、以下に記載の有無に関わらず本事業に必要な法令等を遵守すること。なお、適用法令及

び適用基準は、各業務着手時の最新版を使用すること。 

ア 法令・施行令・施行規則等 

（ア） 計量法 

（イ） 消防法 

（ウ） 労働安全衛生法 

（エ） 労働基準法 

（オ） 電気事業法 

（カ） 騒音規制法 

（キ） 振動規制法 

（ク） 学校保健安全法 

（ケ） 建築基準法 

（コ） 建築士法 

（サ） 建設業法 

（シ） 建築物における衛生環境の確保に関する法律 

（ス） エネルギーの使用の合理化に関する法律 

（セ） 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 

（ソ） 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 

（タ） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（チ） 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

（ツ） 大気汚染防止法 

（テ） 石綿障害予防規則 

（ト） フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 

（ナ） ガス事業法 

（ニ） 液化石油ガスの保安確保及び取引の適正化に関する法律 

（ヌ） 下水道法 

（ネ） 電気設備に関する技術基準を定める省令 

（ノ） 電気用品安全法 

（ハ） 電気工事士法 

   

イ 条例等 

（ア） 山口県建築基準法施行細則 

（イ） 山口県暴力団排除条例 

（ウ） 山口県公害防止条例 

（エ） 周南市建築基準法施行細則 

（オ） 周南市景観条例 
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（カ） 周南市暴力団排除条例 

（キ） 周南市入札契約からの暴力団等排除要綱 

（ク） 周南市火災予防条例 

 

ウ 基準・指針等 

（ア） 学校環境衛生基準（文部科学省スポーツ・青少年局長通知） 

（イ） 公共建築工事標準仕様書建築工事編 

（ウ） 公共建築工事標準仕様書電気設備工事編 

（エ） 公共建築工事標準仕様書機械設備工事編 

（オ） 建築工事標準詳細図 

（カ） 公共建築設備工事標準図電気設備工事編 

（キ） 公共建築設備工事標準図機械設備工事編 

（ク） 公共建築改修工事標準仕様書建築工事編 

（ケ） 公共建築改修工事標準仕様書電気設備工事編 

（コ） 公共建築改修工事標準仕様書機械設備工事編 

（サ） 建築設備設計基準 

（シ） 建築設備耐震設計・施工指針（国土交通省国土技術政策研究所、独立行政法人建築研究

所監修） 

（ス） 建築工事安全施工技術指針 

（セ） 官庁施設の総合耐震計画基準 

（ソ） 建築工事監理指針 

（タ） 電気設備工事監理指針 

（チ） 機械設備工事監理指針 

（ツ） 建築工事監理業務委託共通仕様書 

（テ） 建築保全業務共通仕様書 

（ト） 建築工事設計図書作成基準 

（ナ） 建築工事設計図書作成基準の資料 

（ニ） 建築設備工事設計図書作成基準 

（ヌ） 公共建築工事標準書式 

（ネ） 工事写真の撮り方建築編・建築設備編（公共建築協会編） 

（ノ） 営繕工事写真撮影要領 

（ハ） 「建築物等の利用に関する説明書」作成の手引き 

（ヒ） 営繕工事電子納品要領 

（フ） 建築設計業務等電子納品要領 

（ヘ） 官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン営繕工事編 

（ホ） 官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン営繕業務編 

（マ） 業務用冷凍空調機器漏えい点検・修理に関わる規程・ガイドラインの概要（（社）日本

冷凍空調設備工業連合会） 

（ミ） 系統連系規程（（2016）社団法人日本電気協会系統連系専門部会） 
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（ム） 「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」（（平成 28 年）資源エネルギー

庁日本工業規格） 

（メ） 内線規程（社団法人日本電気協会需要設備専門部会編） 

（モ） 高圧受電設備規程（社団法人日本電気協会使用設備専門部会編） 

（ヤ） 高調波抑制対策技術指針（社団法人日本電気協会電気技術基準調査委員会編） 

（ユ） LP ガス設備設置基準及び取扱要領（高圧ガス保安協会） 

（ヨ） 非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針（有害物質含有等製品廃棄物の適

正処理検討会） 

（ラ） 建築物の解体等に係る石綿飛散対策防止マニュアル（環境省水・大気環境局大気環境課） 

（リ） 建築設備設計計算書作成の手引 

 

1.2.4.  事業実施スケジュール事業実施スケジュール事業実施スケジュール事業実施スケジュール 

本事業の実施スケジュールは、次に示す。 

実施内容 スケジュール 

事業契約締結 令和 2年 3月 

設計・施工期間（監理業務含む） 事業契約締結日 ～ 令和 2 年 8月 31日（約 5ヶ月間） 

試運転・検査・所有権移転期間 令和 2年 9月 1 日 ～ 令和 2年 9 月 30日（1ヶ月間） 

維持管理期間 令和 2年 10 月 1日 ～ 令和 15年 9 月 30日（13年間） 
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1.2.5.  対象校施設とその所在地対象校施設とその所在地対象校施設とその所在地対象校施設とその所在地 

空調設備の設置対象校の所在地は下表のとおりである。 

No. 学校名 所在地 

対象教室数（更新含む） 

通常学級 
特別支援 

学級 

少人数 

教室等 

通級指導

教室 
計 

1 徳山小学校 毛利町 1-1 21 4 3 7 35 

2 遠石小学校 遠石 1-3-48 14 2 2 0 18 

3 今宿小学校 今住町 1-40 15 2 0 0 17 

4 久米小学校 久米 3417 14 4 2 0 20 

5 菊川小学校 下上 80-1 17 2 1 0 20 

6 櫛浜小学校 栗屋 860 12 1 2 0 15 

7 夜市小学校 夜市 730 6 2 1 0 9 

8 戸田小学校 戸田 2527-2 6 2 1 0 9 

9 湯野小学校 湯野 3843 4 2 1 0 7 

10 岐山小学校 徳山 5673 17 2 2 0 21 

11 須磨小学校 須万 2581 3 1 0 0 4 

12 沼城小学校 須々万本郷 514 10 2 0 0 12 

13 周陽小学校 周陽 1-15-1 8 2 1 0 11 

14 桜木小学校 桜木 1-11-1 13 2 1 0 16 

15 秋月小学校 秋月 1-1-50 12 4 1 0 17 

16 富田東小学校 桶川町 2-1 21 2 2 5 30 

17 富田西小学校 富田 2-14-1 19 3 0 0 22 

18 福川小学校 福川 3-2-1 7 1 1 0 9 

19 和田小学校 垰 212-1 4 1 1 0 6 

20 福川南小学校 中畷 6-1 8 2 1 0 11 

21 三丘小学校 小松原 1242 5 1 1 0 7 

22 高水小学校 樋口 288 6 1 1 0 8 

23 勝間小学校 勝間ヶ丘 1-1-1 14 3 1 0 18 

24 大河内小学校 大河内 1115-1 6 1 1 0 8 

25 鹿野小学校 鹿野上 3054-1 6 2 1 0 9 

合計 267 51 29 12 359 

※各校の設置教室名及び教室数は、貸与資料「イ 対象教室数及び配置図（全学校）」を参照す

ること。なお、当該貸与資料に示す教室には、「3.3.1. 空調設備の施工業務(4) オ」で示す更

新対象の既存空調設備を含むことに留意すること。 
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1.3.  業務実施体制業務実施体制業務実施体制業務実施体制 

1.3.1.  責任者の配置責任者の配置責任者の配置責任者の配置 

ア 本事業を実施するにあたり事業者は、本事業の全体の業務状況を総合的に管理し、各業

務間の相互調整を適切に実施するため、市との連絡窓口となり、設計業務、施工業務、

工事監理業務、維持管理業務、移設等業務の全体を総合的に把握し調整を行う総括責任

者を代表企業から事業期間にわたり 1 人定めて配置すること。 

イ なお、総括責任者を事業者が変更する場合、もしくは、市が著しく不適当とみなした場

合、事業者は、速やかに適正な措置を講じ、市の承諾を得ること。また、総括責任者は、

設計・施工期間は専任で配置すること。 

ウ 事業者は、本事業における設計業務を掌握し、設計関係者を指揮監督する設計責任者を

配置すること。 

エ 事業者は、本事業における施工業務を掌握し、施工関係者を指揮監督する施工責任者を

配置すること。 

オ 事業者は、本事業における工事監理業務を掌握し、工事監理関係者を指揮監督する工事

監理責任者を配置すること。 

カ 事業者は、本事業における維持管理業務全般を掌握し、維持管理関係者を指揮監督する

維持管理責任者を配置すること。当該責任者は常駐の必要はないが、事故等の発生時に

は速やかに連絡が取れる体制を構築すること。 

※上記ウからカに規定する業務ごとの責任者は、別に定める募集要項の「3.3. 構成員に必要な

参加資格要件」で規定する業務ごとに、すべての要件を満たす構成員からそれぞれ配置する

こと。 

 

1.3.2.  セルフモニタリングの実施セルフモニタリングの実施セルフモニタリングの実施セルフモニタリングの実施 

ア 各業務が要求水準を充足していることを客観的に確認するセルフモニタリングの仕組み

を導入すること。 

イ セルフモニタリングの結果を各業務の内容に反映するなど、サービスの質の維持、向上

につなげる仕組みを構築すること。 

 

1.4.  業務範囲業務範囲業務範囲業務範囲 

ア 空調設備の設計業務 

イ 空調設備の施工業務 

ウ 空調設備の工事監理業務 

エ 空調設備の維持管理業務 

オ 空調設備の移設等業務（※別途契約業務） 

カ その他、付随する業務 

 

1.5.  事業計画書等の作成及び提出事業計画書等の作成及び提出事業計画書等の作成及び提出事業計画書等の作成及び提出 

事業者は、本事業に関係するすべての業務についての計画を記載した事業計画書及びセルフモ

ニタリングについての計画を記載したセルフモニタリング計画書を作成し、事業契約締結後速や

かに市に提出し確認を受けること。 

 

1.6.  市提供資料の取り扱い市提供資料の取り扱い市提供資料の取り扱い市提供資料の取り扱い 

ア 市が提供する対象校の図面等の資料は、一般公表することを前提としていない情報であ

るため、関係者以外配布禁止とし、取扱いに注意すること。 
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イ 事業者は、提供された資料等を本事業に係わる業務以外で使用しないこと。また、不要

になった場合には、速やかに返却すること。 

ウ 提供した資料等を複写等した場合には、内容が読み取られないように処理したうえ、事

業終了までにすべて廃棄すること。 

 

1.7.  事業期間終了時の措置事業期間終了時の措置事業期間終了時の措置事業期間終了時の措置 

事業者は、事業期間終了後も「8. 空調設備の機能及び性能に関する要求水準」に示す空調設

備の機能及び性能を可能な限り確保するため、事業最終年度の空調設備の運用期間中に一斉点検

（エネルギー性能、劣化状況等のデータ把握・分析・検証等）を行い、事業期間終了に向けた維

持管理上の配慮（事業期間終了後における継続運用に向けた機能及び性能の確保）を行うこと。

また、事業期間終了後における空調設備の運用や再整備等に向けた提案を行うこと。 
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2.  設計業務に関する要求水準設計業務に関する要求水準設計業務に関する要求水準設計業務に関する要求水準 

2.1.  対象業務対象業務対象業務対象業務 

事業者は、設計業務として、次の業務を実施すること。 

ア 空調設備の設計業務 

イ その他、付随する業務 

 

2.2.  設計業務実施体制設計業務実施体制設計業務実施体制設計業務実施体制 

事業者は、設計業務を遂行するにあたって、以下に示す有資格者等を設計責任者（「1.3.1. 責任者

の配置」に示す設計責任者に同じ。）及び設計担当者として配置し、設計責任者・設計担当者の通

知書を作成して市の承諾を得ること。設計責任者と設計担当者を兼ねることは可とする。 

なお、設計業務の履行期間中において、設計責任者もしくは設計担当者を事業者が変更する場合

もしくは、市が著しく不適当とみなした場合、事業者は、速やかに適正な措置を講じ、市の承諾を

得ること。 

 

2.2.1.  設計責任者設計責任者設計責任者設計責任者 

ア 設備設計一級建築士、建築設備士のいずれかの資格を有していること。 

イ 電気設備・機械設備・建築工事の設計趣旨・内容を総括的に反映でき、現場で生じる各種

課題や市からの求めに対し、的確な意思決定ができること。 

 

2.2.2.  設計担当者設計担当者設計担当者設計担当者 

(1)  電気設備設計者電気設備設計者電気設備設計者電気設備設計者 

以下のいずれかに該当すること。 

ア 建築士または建築設備士で電気設備設計の実務経験を有する者 

イ 一級電気工事施工管理技士資格取得後 3年以上の電気設備設計実務経験を有する者 

ウ 電気主任技術者資格取得後 3 年以上の電気設備設計実務経験を有する者 

エ 大学（専門課程）卒業後 5 年以上の電気設備設計実務経験を有する者 

オ 高等学校（専門課程）卒業後 8年以上の電気設備設計実務経験を有する者 

カ 上記のいずれかの者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者 

 

(2)  機械設備設計者機械設備設計者機械設備設計者機械設備設計者 

以下のいずれかに該当すること。 

ア 建築士または建築設備士で空調設備設計の実務経験を有する者 

イ 一級管工事施工管理技士資格取得後 3 年以上の空調設備設計実務経験を有する者 

ウ 空気調和・衛生工学会の設備士資格取得後 3年以上の空調設備設計実務経験を有する者 

エ 大学（専門課程）卒業後 5 年以上の空調設備設計実務経験を有する者 

オ 高等学校（専門課程）卒業後 8年以上の空調設備設計実務経験を有する者 

カ 上記のいずれかの者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者 
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2.3.  業務の要求水準業務の要求水準業務の要求水準業務の要求水準 

2.3.1.  空調設備の設計業務空調設備の設計業務空調設備の設計業務空調設備の設計業務 

(1)  一般的要件一般的要件一般的要件一般的要件 

ア 設計内容について、業務計画書に基づき定期的に市と課題事項等を協議するとともに進捗

状況等を報告し、適宜打合せ議事録を作成して相互に確認すること。 

イ 書類・図書等の提出に不備、不足がないことを確認するとともに、本要求水準書及び入札

書類（提案書を含む）にて定めた性能基準を満足していることを確認したことを示す、提

出状況・要求性能確認書を業務段階ごとに作成し、事前に市に提出して確認を得ること。 

ウ 現場・現物・状況を必ず確認し、それらと相違の無い設計を行うこと。 

エ アスベストに関する既存資料ついては、入札公告時に提示するものとする。なお、施工に

おいては、可能な限りアスベストの処理等が発生しない計画とすること。 

 

(2)  業務関連資料の作成業務関連資料の作成業務関連資料の作成業務関連資料の作成 

ア 「9. 提出書類」に示す。 

 

2.3.2.  その他、付随業務その他、付随業務その他、付随業務その他、付随業務 

(1)  事前調査業務事前調査業務事前調査業務事前調査業務 

ア 設計業務着手前に業務期間中における手戻りが発生しないよう、現地調査を適切に実施し、

想定する室外機置場や室内機の設置位置等に関して、市及び対象校と十分協議すること。 

イ 現地調査実施にあたり、事前に調査スケジュールや調査体制等を明記した現地調査計画書

を作成し、市及び対象校に提出すること。 

ウ 事前調査により空調設備設置に支障をきたす状況が確認できた場合、事業者は市に報告し、

協議を行うこと。 

エ 重機を用いる大型機器の搬入作業や既設受変電設備の改修等に伴う停電作業等、学校教育

活動や学校周辺地域に著しく影響する作業については、市及び対象校と協議して対応を検

討した上で、市及び対象校の確認を得ること。 

オ 工事の実施に影響のある範囲においてアスベストが含まれている可能性が有る場合、関係

法令に基づいて対象校のアスベストの調査・分析を行うこと。 

 

(2)  各種関係機関との調整業務各種関係機関との調整業務各種関係機関との調整業務各種関係機関との調整業務 

ア 対象校に対し、現地調査の説明、設計及び運用方法の説明など必要な調整業務を行うこと。 

イ 電気事業者、電気主任技術者、ガス事業者等に対して必要な調整業務を行うこと。 

ウ 各種許認可機関に対して必要な調整業務を行うこと。 

 

(3)  申請業務申請業務申請業務申請業務 

ア 空調設備設計業務にあたり必要な官公署（電気・ガス事業者含む）へ申請または届出の有

無・時期などをあらかじめ調査し、一覧表を作成して提出すること。また、事業者の責任

において、適切に許可申請、届出を実施すること。 
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(4)  検査業務検査業務検査業務検査業務 

ア 事業者は、対象校ごとに、設計業務を受託する企業による自主検査を実施させ、検査結果

の報告を受けること。 

イ 事業者は、上記の自主検査完了後、対象校ごとに設計図の完了検査を行い、速やかに検査

結果を市に報告すること。 

ウ 事業者は、上記の完了検査を実施後、施工業務に着手する前までに、市の完了確認検査を

受けること。その際、完了確認検査を円滑に実施するために、対象校ごとに設計概要説明

書を作成し、これをもって市に設計概要を説明すること。なお、完了確認検査の指摘事項

は施工業務の着手前までに修正を完了させること。 

 

3.  施工業務に関する要求水準施工業務に関する要求水準施工業務に関する要求水準施工業務に関する要求水準 

3.1.  対象業務対象業務対象業務対象業務 

事業者は、施工業務として、次の業務を実施すること。 

ア 空調設備の施工業務 

イ その他、付随する業務 

 

3.2.  施工業務実施体制施工業務実施体制施工業務実施体制施工業務実施体制 

事業者は、施工業務を遂行するにあたって、以下に示す有資格者等を施工責任者（「1.3.1. 責任者

の配置」に示す施工責任者に同じ。）及び施工担当者として適切に配置し、施工責任者・施工担当

者の通知書を作成して市の承諾を得ること。施工責任者と施工担当者を兼ねることは不可とする。 

なお、施工業務の履行期間中において、施工責任者もしくは施工担当者を事業者が変更する場合

もしくは、市が著しく不適当とみなした場合、事業者は、速やかに適正な措置を講じ、市の承諾を

得ること。 

 

3.2.1.  施工責任者施工責任者施工責任者施工責任者 

ア 建設業法（昭和 24年法律第 100号）第 26 条第 2項に規定する監理技術者であること。 

イ 専任であること。 

ウ 現場で生じる各種課題や市からの求めに対し、的確な意思決定ができること。 

 

3.2.2.  施工担当者施工担当者施工担当者施工担当者 

ア 建設業法第 26条第 1 項に規定する主任技術者であること。 

イ 施工期間中の児童生徒及び教職員並びに保護者等の安全確保、対象校のセキュリティの確

保、施工スケジュールの管理、工事作業員の安全管理、対象校との調整や定期的な報告、

企業間の調整等を統括管理すること。 

ウ 学校毎に配置する必要はないが、業務に支障のないよう適切な人員を配置すること。また、

施工担当者は現場の兼任を可とする。 

 

3.3.  業務の業務の業務の業務の要求水準要求水準要求水準要求水準 

3.3.1.  空調設備の施工業務空調設備の施工業務空調設備の施工業務空調設備の施工業務 

(1)  一般的要件一般的要件一般的要件一般的要件 

ア 令和 2 年 9 月 1 日に空調設備が試運転できるよう、本件工事を施工すること。なお、空調
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設備の引渡しは令和 2年 9 月 30 日までに行うこと。 

イ 施工期間中は、授業等の学校運営への支障が可能な限り生じないように配慮すること。ま

た、児童、教職員、学校利用者、保護者等の安全確保のために、対象校に確認して仮囲い

等により安全対策を徹底すること。また、教育現場であることに配慮し、作業員に対して

指導を行うなど、良好な教育環境を確保すること。 

ウ 施工期間中は、工事の施工に伴う事故及び災害の防止に努めること。 

エ 火気を使用する作業を実施する際は、火気取扱いに十分注意するとともに、作業場の養生、

消火設備の設置等、火災防止の徹底を図ること。 

オ 施工期間中に対象校の器物や掲示物等を破損しないように十分注意すること。万が一、破

損事故等が発生した場合は、速やかに市及び対象校に連絡し、指示に従うこと。 

カ 重機を用いる大型機器の搬入作業や既設受変電設備の改修等に伴う停電作業等の学校教育

活動や学校周辺地域に著しく影響する作業については、本件工事の着手前に市及び対象校

と協議すること。 

キ 環境負荷の低減に貢献するよう、施工期間中の廃棄物の削減等に配慮するとともに再生資

源の積極的活用に努めること。 

ク 施工内容について、施工業務計画書に基づき定期的に市と課題事項等を協議するとともに

進捗状況等を報告し、適宜打合せ議事録を作成して相互に確認すること。 

ケ 書類・図書等の提出に不備、不足がないことを確認するとともに、記載内容が本要求水準

書及び入札書類（提案書を含む）にて定めた性能基準を満足していることを確認したこと

を示す、提出状況・要求性能確認書を業務段階ごとに作成し、事前に市に提出して確認を

得ること。 

コ 本事業で導入した空調設備及びフェンス等の工作物について、既存の設備と区別するため、

リスト（学校名・設置個所・設置機材・数量等を記載）を作成すること。 

サ アスベストが発見された場合には、適切に処分を行うこと。なお、貸与資料で判明してい

るアスベストの運搬及び処分に係る費用は事業者の負担とし、貸与資料で判明していない

アスベストの運搬及び処分に係る費用は市の負担とする。 

 

(2)  業務関連資料の作成業務関連資料の作成業務関連資料の作成業務関連資料の作成 

ア 「9. 提出書類」に示す。 

 

(3)  工事用電力、水道、ガス等工事用電力、水道、ガス等工事用電力、水道、ガス等工事用電力、水道、ガス等 

ア 試運転調整を含めた施工期間中に要する工事用電力、水道、ガスは既存施設の範囲内にお

いて無償で使用できることとするが、これらのエネルギーについて、大きな消費が生じる

機材等を使用する場合には、予め、市と協議を行うこと。なお、これらの機材等の使用に

より最大需要電力が契約電力を超過するなど、既存の学校運営に支障が生じた場合には、

必要となる費用は事業者の負担とする。また、既設照明を使用する際には必要最低限な範

囲とし、こまめに消灯する等、節電を心掛けること。なお、使用箇所は対象校と協議し限

定するとともに、電動工具等の充電は事前に実施してくること。 

イ 電気主任技術者の立会に要する費用等は、自己の費用及び責任において調達すること。 
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(4)  現場作業日・作業時間現場作業日・作業時間現場作業日・作業時間現場作業日・作業時間 

ア 現場作業は、可能な限り夏期休業期間の平日に実施するものとするが、夏期休業期間前や

夏期休業期間中の土曜日、日曜日、祝日に作業が必要な場合については、市及び対象校と

協議を行い、協議が整った場合、作業を認める。ただし、夏期休業期間前の作業について

は、授業をはじめとする学校運営に、可能な限り支障が生じないよう配慮するものとする。

なお、休業日に学校行事がある場合は、学校行事を優先し、当該日に作業を実施すること

は不可とする。 

イ 現場作業時間は、8時 30分から 17時を基本とし、事前に作業時間について市及び対象校と

協議すること。 

ウ 現場作業日・作業時間によらず、大きな騒音、振動を伴う作業を実施する際は、事前に市及

び対象校と協議すること。 

エ 事前に市及び対象校と協議し、登下校のピーク時に工事関係者の通行、工事用車両の運行

を行わないこと。 

オ 更新対象の既存空調設備の切替は、原則、令和 2 年 8 月の夏期休業期間とし、停止期間を

限りなく短縮すること。ただし、着工時期等を市と協議の上、市の承諾があった場合には、

8 月の夏期休業以前に施工することを認める。 

 

(5)  工事現場の管理工事現場の管理工事現場の管理工事現場の管理 

ア 建設業法等に規定されている現場標識を適切な場所に掲示すること。 

イ 施工期間中、常に工事日報等を整備された状態とすること。 

ウ 対象校敷地内に現場事務所及び作業員詰所等を設営する場合は、位置、期間を明らかにし

たうえで、事前に市及び対象校と協議すること。 

エ 現場事務所及び作業員詰所等の設営に関わらず、対象校地内及び対象校付近での喫煙は禁

止とする。 

オ 対象校敷地内での飲食は許可するが、原則、現場事務所や作業員詰所、工事用車両内等の

学校教育活動等への支障をきたさない場所とすること。 

カ 工事用車両の駐車場及び資材置場等は、原則、対象校敷地内の空きスペースを無償で使用

可能とするが、位置を明らかにしたうえで、事前に市及び対象校と協議すること。また、

特に重機・資材置場等については、児童が安易に接近できないよう、仮囲い等の安全対策

を講じること。 

キ 工事用車両は交通ルールを厳守し、対象校敷地内及び近隣地域において、交通事故、交通

障害等が発生しないように十分留意すること。 

ク 施工期間中、対象校敷地内で使用を許可された場所等の管理は、事業者の責任にて適正に

行うこと。 

ケ 車両の通行が禁止されている道路において、工事用車両を通行させる場合は、警察署の許

可を得ること。 

 

(6)  試運転調整試運転調整試運転調整試運転調整 

令和 2年 9月 1日から令和 2年 9月 30日までの期間は試運転期間とし、以下の試運転調整を

実施すること。また、試運転調整記録を作成し、市に提出して確認を得ること。なお、試運転
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期間中、市は空調機器を使用できるものとする。 

試運転調整時期は、原則、冷房運転における試運転調整とし、試運転調整結果がメーカー基

準値等の判定基準を満足しない場合は、適正な是正処置を講じること。なお、騒音値は騒音測

定時の外気や暗騒音を加味すること。 

下記に定める測定等について、各校で各メーカー1 台以上測定するものとし、測定した結果、

異常等が発生した場合は、当該校の当該メーカーの全台数確認すること。 

ア 室外機 

� 製造過程や工事が原因で室外機が故障していないことを確認するため、騒音値（敷地境界で

の暗騒音を含む）を測定し、メーカー基準値を満足していることを確認すること。なお、騒

音測定は、室内設定温度を変更するなどして試験的に定格運転に近い運転状態を作り出して、

メーカーが定める方法にて実施すること。なお、現地計測方法に関するメーカーの明確な測

定方法がない場合には、メーカーのカタログの測定方法（測定位置、測定高さ等）に準じて

測定し、カタログの測定方法や現地計測方法に関するメーカーの定める方法がない機種の選

定は不可とする。（以下、「(6) 試運転調整」については同じ） 

イ 室内機 

� 製造過程や工事が原因で室内機が故障していないことを確認するため、騒音測定を実施する

こと。 

� 騒音測定は、室内機の運転状態が強運転時に測定することとし、メーカーが定める方法にて

実施すること。また、騒音測定では、騒音値の測定の他に、異常な機械音等の異音がないこ

とを確認すること。 

� 製造過程や工事が原因で室内機が故障していないことを確認するため、風量測定を実施する

こと。なお、風量測定は室内機の運転状態が強運転時に測定すること。 

� 製造過程や工事が原因で室内機に内蔵されているサーモが故障していないことを確認する

ため、吸込温度及び吹出温度の測定を行うこと。測定は、メーカーが定める方法にて実施す

ること。 

� 室内機の設置台数及び設置位置を考慮し、不快な冷感を与えないよう教室内の気流に配慮し、

空調設備の風向を適切に調整すること。 

ウ リモコン類 

� 製造過程や工事が原因で集中リモコンが故障していないことを確認するため、各機能（運転、

停止、温度、風量、スケジュール管理、消し忘れ防止機能等）が正常に動作することを確認

すること。 

� 製造過程や工事が原因で個別リモコンが故障していないことを確認するため、各機能（運転、

停止、温度、風量、タイマー設定機能等）が正常に動作することを確認すること。 

エ 教室環境 

� 空調設備が正常に運転し、対象教室が適正に空調されることを確認するため、空調設備運転

時における室内温度を測定し、室内設定温度に空調されることを確認すること。なお、室内

温度の測定は、原則、学校環境衛生基準に定める方法にて実施することとするが、測定場所

は全対象教室の廊下側、外壁側の 2箇所とする。なお、室内温度の測定は、12時～14 時ま

での間の 1時間で計測し、平均室内温度を算出すること。また、室内設定温度は、測定時間
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中に空調設備が継続して運転される温度とし、測定時間中の外気状態を参考に確認するため、

同様の測定時間で外気温度を計測し、平均外気温度を算出すること。 

オ その他 

� 上記に限らず、性能確認及び動作確認等が必要となる項目について、試運転調整を実施する

こと。また、試運転期間中に市及び対象校から性能に関し異常等報告があった場合も同様と

する。なお、性能確認及び動作確認等が必要となる設備を導入する場合も同様に、試運転調

整を実施すること。 

 

(7)  空空空空調設備の取扱い説明調設備の取扱い説明調設備の取扱い説明調設備の取扱い説明 

事業者は、空調設備供用開始前に対象校関係者が容易に空調設備を操作でき、光熱水費の削

減、環境負荷低減の意識付けが図れるよう、空調設備の運用マニュアルを作成すること。 

 

3.3.2.  その他、付随業務その他、付随業務その他、付随業務その他、付随業務 

(1)  事前調査業務事前調査業務事前調査業務事前調査業務 

工事着手前に現地調査を実施し、学校教育活動等への支障をきたさない施工計画を策定する

こと。 

 

(2)  各種関係機関との調整業務各種関係機関との調整業務各種関係機関との調整業務各種関係機関との調整業務 

ア 受変電設備の新設及び既設受変電設備の改修・更新等を実施する場合は、必要に応じて本

件工事の着手前に電気事業者及び電気主任技術者と協議し、その結果を市及び対象校に報

告すること。なお、当該工事に伴い発生する費用は事業者負担とする。 

イ 都市ガス、液化石油ガスの供給に要する工事を実施する場合は、必要に応じて本件工事の

着手前にガス事業者と協議し、その結果を市及び対象校に報告すること。なお、当該工事

に伴いガス事業者負担(敷地外工事となる本管延長、本管からの供給管の分岐、増径等)外

の費用は事業者負担とする。 

ウ 工事期間中に火災警報装置等の防災システムが支障となる場合は、本件工事の着手前に関

係機関と協議し、その結果を市及び対象校に報告すること。なお、当該工事に伴い発生す

る費用は事業者負担とする。 

エ 対象校はいずれも機械警備システムが導入されているため、工事期間中に機械警備システ

ムが支障となる場合は、本件工事の着手前に市、対象校及び市が委託する警備管理業者と

協議し、必要な措置を講じること。なお、当該工事で機械警備システムに係る調整及び工

事は、市が委託する警備管理業者が実施することとし、発生する費用は事業者が負担する

こと。 

オ その他、工事期間中に支障となる設備、システム等がある場合は、本件工事の着手前に市

及び対象校と協議すること。なお、当該工事に伴い発生する費用は事業者負担とする。 

カ 事業者は、本事業に伴い諸官庁検査を要する工事が発生した場合は、必要に応じて検査に

立会うこと。また、検査対象企業が作成する検査記録を含めた諸官庁届出書類を確認し、

検査結果を市に報告すること。 

キ 本件工事期間中に対象校の敷地内において、市が発注する他案件の工事や作業等が発生し

た場合、互いに事業を円滑に進めるよう、市を通じて別途工事等の請負者と十分調整を行
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うこと。 

ク 各種関係機関との調整において、市の協力が必要な場合、市は必要に応じこれに協力する。 

ケ 工事に先立ち、市民に周知をするための工事案内文を作成し、市に提出すること。また、

市の要請に応じて、その他説明資料の作成等に協力すること。 

コ 工事に先立ち、工事案内文を近隣住民へ配布すること。配布する範囲は、原則として対象

校の敷地に沿って建っている住宅等とするが、事前に市及び対象校と協議すること。 

サ 事業者の責任及び費用において、施工業務遂行による近隣住民の生活環境が受ける影響を

検討し、合理的な範囲の近隣対策を実施すること。また、近隣からの苦情等については、

事業者の責任において、事業者を窓口として、適切に対処すること。 

 

(3)  申請業務申請業務申請業務申請業務 

ア 空調設備工事にあたり必要な官公署（電気・ガス事業者含む）へ申請または届出の有無・

時期などをあらかじめ調査し、一覧表を作成して提出すること。また、事業者の責任にお

いて、適切に許可申請、届出を実施すること。 

イ 事業者は、本事業に伴い諸官庁検査を要する工事が発生した場合は、必要に応じて検査に

立会うこと。また、検査対象企業が作成する、検査記録を含めた諸官庁届出書類を確認し、

検査結果を市に報告すること。 

  

(4)  検査業務検査業務検査業務検査業務 

ア 事業者は、対象校ごとに、各対象校の工事完了の都度、速やかに施工業務を受託する企業

による自主検査を実施させ、検査結果の報告を受けること。 

イ 事業者は、上記の自主検査及び工事監理業務を受託する企業による監理者検査完了後、対

象校ごとに完成前検査を行い、検査結果を市に報告すること。なお、市は必要に応じて事

業者の完成前検査に立ち会うことができる。 

ウ 事業者は、上記の完成前検査を実施後、空調設備引渡日までに市の完成検査を受けること。

なお、完成検査の指摘事項は、空調設備引渡日までに是正工事を完了させ、是正報告書を

書面にて市に提出して確認を得ること。 

エ 事業者は、上記完成検査とは別に、すべての対象校の工事完了後、対象校ごとに令和 2 年

年 9月 30日までの所有権移転に向けて、施工業務を受託する企業による試運転調整記録を

確認すること。その後、速やかに供用開始前検査を行い、検査結果を市に報告すること。

なお、供用開始前検査では、手直し等の工事内容を抽出するとともに、品質面及び安全面

からも空調設備が供用開始できる状態であることを確認し、検査記録を纏めて市に報告す

ること。供用開始前検査記録の報告をした後、市と空調設備の使用に関する取り決めを行

い、市はこれにより空調設備を使用するものとする。 
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4.  工事監理業務に関する要求水準工事監理業務に関する要求水準工事監理業務に関する要求水準工事監理業務に関する要求水準 

4.1.  対象業務対象業務対象業務対象業務 

事業者は、工事監理業務として、次の業務を実施すること。 

ア 空調設備の工事監理業務 

イ その他、付随する業務 

 

4.2.  工事監理業務実施体制工事監理業務実施体制工事監理業務実施体制工事監理業務実施体制 

事業者は、工事監理業務を遂行するにあたって、以下に示す有資格者等を工事監理責任者（「1.3.1. 

責任者の配置」に示す工事監理責任者に同じ。）及び工事監理者として適切に配置し、工事監理責

任者・工事監理者の通知書を作成して市の承諾を得ること。工事監理責任者と工事監理者を兼ねる

ことは可とする。 

なお、工事監理業務の履行期間中において、工事監理責任者もしくは工事監理者を事業者が変更

する場合もしくは、市が著しく不適当とみなした場合、事業者は、速やかに適正な措置を講じ、市

の承諾を得ること。 

工事監理の業務を行う企業は、本事業における対象校の施工業務を担当した企業であってはなら

ず、また、これらの企業と相互に資本面若しくは人事面において関連のある企業であってはならな

い。 

 

4.2.1.  工事監理責任者工事監理責任者工事監理責任者工事監理責任者 

ア 設備設計一級建築士、建築設備士のいずれかの資格を有していること。 

イ 電気設備・機械設備・建築工事の設計趣旨・内容を総括的に把握でき、現場で生じる各種

課題や市からの求めに対し、的確な意思決定ができること。 

ウ 本事業における対象校の施工業務の施工責任者が、対象校の工事監理責任者になることは

できない。 

 

4.2.2.  工事監理者工事監理者工事監理者工事監理者 

ア 建築基準法第 5条の 6第 4 項の規定による工事監理者であること。 

 

4.3.  業務の要求水準業務の要求水準業務の要求水準業務の要求水準 

4.3.1.  空調設備の工事監理業務空調設備の工事監理業務空調設備の工事監理業務空調設備の工事監理業務 

(1)  一般的要件一般的要件一般的要件一般的要件 

ア 工事監理は平成 21 年国土交通省告示第 15 号別添一.2 工事監理に関する標準業務及びそ

の他の標準業務の内容とする。 

イ 業務の進捗に合わせ必要な書類を提出させ、審査を行い承諾するとともに、必要に応じて

指導、指示、是正勧告を行うこと。 

ウ 工事監理内容について、業務計画書に基づき定期的に市と課題事項等を協議するとともに

進捗状況等を報告し、適宜打合せ議事録を作成して相互に確認すること。 

エ 書類・図書等の提出に不備、不足がないことを確認するとともに、記載内容が本要求水準

書にて定めた性能基準及び事業者提案内容を満足していることを確認したことを示す、提

出状況・要求性能確認書を業務段階ごとに作成し、事前に市に提出して確認を得ること。 
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(2)  業務関連資料の作成業務関連資料の作成業務関連資料の作成業務関連資料の作成 

ア 「9. 提出書類」に示す。 

 

4.3.2.  その他、付随業務その他、付随業務その他、付随業務その他、付随業務 

(1)  申請業務申請業務申請業務申請業務 

ア 空調設備工事にあたり必要な官公署（電気・ガス事業者含む）へ申請または届出の有無・

時期などをあらかじめ調査し、一覧表を作成して提出すること。また、事業者の責任にお

いて、適切に許可申請、届出を実施すること。 

 

(2)  検査業務検査業務検査業務検査業務 

ア 事業者は、対象校ごとに、施工業務を受託する企業による自主検査完了後速やかに工事監

理業務を受託する企業による監理者検査を実施させ、検査結果の報告を受け市に報告する

こと。 
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5.  維持管理業務に関する要求水準維持管理業務に関する要求水準維持管理業務に関する要求水準維持管理業務に関する要求水準 

5.1.  対象業務対象業務対象業務対象業務 

事業者は、維持管理業務として、次の業務を実施すること。 

ア 空調設備の維持管理業務 

イ その他、付随する業務 

 

5.2.  維持管理業務実施体制維持管理業務実施体制維持管理業務実施体制維持管理業務実施体制 

事業者は、維持管理業務を遂行するにあたって、以下に示す有資格者等を維持管理責任者（「1.3.1. 

責任者の配置」に示す維持管理責任者に同じ。）及び維持管理担当者として配置し、維持管理責任

者・維持管理担当者の通知書を作成して市の承諾を得ること。維持管理責任者と維持管理担当者を

兼ねることは可とする。 

なお、維持管理業務の履行期間中において、維持管理責任者もしくは維持管理担当者を事業者が

変更する場合もしくは、市が著しく不適当とみなした場合、事業者は、速やかに適正な措置を講じ、

市の承諾を得ること。 

 

5.2.1.  維持管理責任者維持管理責任者維持管理責任者維持管理責任者 

ア 維持管理業務を行うにあたって、選択した熱源方式での運用に必要となる資格（例：空調

設備の容量等により、第一種又は第二種冷媒フロン類取扱技術者）を有していること。 

イ 現場で生じる各種課題や市からの求めに対し、的確な意思決定ができること。 

 

5.2.2.  維持管理担当者維持管理担当者維持管理担当者維持管理担当者 

維持管理業務を行うにあたって、選択した熱源方式での運用に必要となる資格（例：空調設備の

容量等により、第一種又は第二種冷媒フロン類取扱技術者）を有していること。 

 

5.3.  業務の要求水準業務の要求水準業務の要求水準業務の要求水準 

5.3.1.  空調設備の維持管理業務空調設備の維持管理業務空調設備の維持管理業務空調設備の維持管理業務 

(1)  一般的要件一般的要件一般的要件一般的要件 

ア 事業者は、令和 2 年 10月 1 日から令和 15年 9月 30 日までの間、本事業において空調設備

を整備した教室の温熱環境が良好となるよう維持管理業務を行うこと。 

イ 原則、対象校からの業務の実施に関する要望は、市を通じて連絡を受けることとする。なお、

事業者及び維持管理を受託する企業が直接対象校から業務の実施に関する要望を受けた場

合、速やかに対応判断等について事業者が取りまとめて市に報告し、対応を協議すること。 

ウ 維持管理業務に当たって対象校に立ち入る際は、腕章等を着用し容易に識別できるようにす

ること。 

エ 空調設備の稼動に必要なエネルギー費用は市が負担する。 

オ 維持管理期間において本要求水準書にて定めた性能基準及び事業者提案内容が満たされな

い場合は、早急に改善策を検討し、市及び対象校の指示に基づき、改善すること。また、性

能基準を超えたことに起因するエネルギー費用は、事業者の負担とする。 

カ 書類・図書等の提出に不備、不足がないことを確認するとともに、記載内容が本要求水準

書にて定めた性能基準及び事業者提案内容を満足していることを確認したことを示す、提

出状況・要求性能確認書を業務段階ごとに作成し、市に提出して確認を得ること。 
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(2)  業務関連資料の作成業務関連資料の作成業務関連資料の作成業務関連資料の作成 

ア 「9. 提出書類」に示す。 

 

(3)  性能基準性能基準性能基準性能基準 

ア 空調設備の時間当たり燃料消費量（以下「燃費」という。）は対象校別に検証すること。 

イ 対象校別の実燃費が、基準燃費を越えないように一切の維持管理を行うこと。なお、実燃

費が、基準燃費を越えた場合、事業者は不具合調査報告書にて、その原因を報告すること。

なお、基準燃費の算出方法及び燃費の比較方法については、添付資料 1「基準燃費の算出方

法及び実燃費の比較方法」を参照すること。 

ウ 空調設備の性能を確認するため、以下に記載する内容を計測、確認し、記録すること。 

・ 電気エネルギー消費量（空調運転に係る消費分） 

・ ガスエネルギー消費量（空調運転に係る消費分） 

・ 室内機別の時刻別運転時間 

・ 室内機別の室内設定温度 

※ 室内設定温度の計測が困難な場合は、室内機の吸込温度を代用することも可能とする。 

・ 下関地方気象台における 1 時間ごとの外気温度 

 

(4)  保守点検保守点検保守点検保守点検 

ア 事業者は、毎年、市または対象校が要望する日程で、納入したメーカーが定める定期点検

項目と、その他必要な項目の点検や部品交換を実施すること。ただし、受変電設備の保守

管理業務については、市が別の事業者と契約し行う。なお、本事業により設置した設備に

伴う受変電設備の保守管理費用の増加分については市が負担するが、増加費用算出のため

に必要な機器等の資料等について、施工業務の着手前に市に提出すること。 

イ 点検により、磨耗劣化部品や不具合箇所を早期に発見し、事故を未然に防ぐことに努める

こと。 

ウ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成 13 年法律第 64 号）が定め

る定期点検や簡易点検等を行うこと。 

エ フィルター清掃は原則、夏季・冬季の 2 回、空調設備稼動前に実施すること。また、状況

に応じて空調設備の性能及び室内環境の維持に必要な回数を実施すること。なお、著しい

劣化による空調設備性能の低下が懸念される場合は、事業者の費用負担により、フィルタ

ーを交換すること。熱交換器の洗浄について、室内機は 5 年目及び 10 年目に実施し、室外

機は 8 年目に実施すること。事業最終年度に現状の空調設備状況及び今後保全のために必

要となる資料の整備を行い、市に提出すること。なお、必要となる資料の内容については、

事前に市と協議すること。 

 

(5)  苦情・故障対応苦情・故障対応苦情・故障対応苦情・故障対応 

ア 市及び対象校から空調設備使用に起因する、学習環境に関する苦情（運転不良、騒音、温

熱環境不良等）及び機器の故障等による不具合発生の連絡があった際は、速やかに原因を

調査し、原因と改善方法等を市及び対象校に報告すること。 

イ 機器の故障等による不具合発生時及び要求水準未達が発生した場合は、速やかに改善工事

を実施すること。 

ウ 改善工事は、設計業務、施工業務、工事監理業務で規定する要件と同等の要件を満足する
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と認められる体制、資格を有する者等が実施すること（ただし小規模な修繕等は除く）。ま

た、必要に応じて市の立会いによる確認を受けること。 

エ 市及び対象校からの問い合わせ・照会等には、平日の 9 時から 17 時は対応が可能な体制と

すること。ただし、非常時は常時連絡を受けられる体制とすること。 

オ 事故・火災等による非常時及び緊急時の対応について、事業者はあらかじめ市及び対象校

と協議し、維持管理業務計画書及び維持管理年次業務計画書に記載すること。 

 

(6)  助言助言助言助言 

ア 市または対象校から空調設備の取扱い方法及び操作方法等について質問を受けた場合は、

適切に説明及び助言を行うこと。 

イ 対象校ごとの「電気エネルギー消費量」、「ガスエネルギー消費量」、「室内機別の運転

時間」の計測データを半期業務報告書として市に提出すること。計測結果に基づき、省エ

ネルギーの推進や空調設備の効率的な運用の改善の余地がある対象校がある場合は、市に

助言を行うこと。 

 

5.3.2.  その他、付随業務その他、付随業務その他、付随業務その他、付随業務 

(1)  事前調査業務事前調査業務事前調査業務事前調査業務 

維持管理業務着手前に現地調査を実施し、学校教育活動等への支障をきたさない業務計画を策定

すること。 

 

(2)  各種関係機関との調整業務各種関係機関との調整業務各種関係機関との調整業務各種関係機関との調整業務 

維持管理業務の中で必要に応じて、電気事業者、電気主任技術者、ガス事業者、近隣等と協議・

調整を実施し、その結果を市に報告すること。 

 

(3)  申請業務申請業務申請業務申請業務 

空調設備工事にあたり必要な官公署（電気・ガス事業者含む）へ申請または届出の有無・時期な

どをあらかじめ調査し、一覧表を作成して提出すること。また、事業者の責任において、適切に許

可申請、届出を実施すること。 
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6.  空調設備の移設等業務空調設備の移設等業務空調設備の移設等業務空調設備の移設等業務 

ア 事業期間中に、対象校の学級増、統廃合、改修・改築工事、設備工事等により、本事業によ

り整備した空調設備の移設、増設、廃棄等（以下「移設等」という。）が必要となり、市が

移設等を実施すると決定した場合、空調設備の移設等を行うこと。移設等にかかる費用につ

いては市が負担するが、費用算定については、市と事業者で協議のうえ決定する。 

イ 移設等業務については、設計業務、施工業務、工事監理業務で規定する要件と同等の要件を

満足すると認められる体制、資格を有する者等が実施すること。 

ウ 移設を行った空調設備の維持管理を行うこと。なお、移設等により維持管理に要する費用

が増減する場合には、市は、必要に応じて維持管理業務の対価を改定する場合がある。 
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7.  その他、付随する業務その他、付随する業務その他、付随する業務その他、付随する業務 

本事業において、市は国から「学校施設環境改善交付金」の交付等を想定している。事業者は、

交付金等の申請に必要な書類等の作成及び支援を行うこと。 

その他、本事業に関する業務が発生した場合、市からの要望に対して可能な限り支援を行うこと。 
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8.  空調設備の機能及び性能に関する要求水準空調設備の機能及び性能に関する要求水準空調設備の機能及び性能に関する要求水準空調設備の機能及び性能に関する要求水準 

8.1.  共通事項共通事項共通事項共通事項 

ア 維持管理期間中、空調設備を使用する全期間において、空調設備稼動時は原則、夏季 28℃、

冬季 17℃の室内温度を満足するサービスを提供すること。 

イ 教育環境に相応しい快適な温熱環境を提供すること。 

ウ トップランナー機器の採用等を行い、消費エネルギー量を削減するとともに、運用にかかる

費用の負担軽減や環境負荷の低減に貢献すること。 

エ 操作性、維持管理性、更新性、耐久性の高い設備を採用すること。 

オ 対象校及び対象校近隣への影響（騒音、臭気、振動等）に配慮すること。なお、騒音等が基

準内であっても可能な限り影響がないよう配慮すること。 

カ 費用対効果の最も高い設備を採用すること。 

キ 既存建物との調和に留意し、既存建物への影響（騒音、振動、温風、臭気等の発生等）を

低減するように配慮するほか、景観等にも配慮する。特に、住宅等に隣接する場所に室外

機等を設置する場合は、特段の配慮を行うこと。 

ク 室内の二酸化炭素濃度、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物濃度については、学校環境

衛生基準に照らし、適切な環境の維持に努めること。 

ケ 納入したメーカーが推奨するメンテナンススペースの確保等、保守点検が容易な空調設備を

構築すること。 

コ 掘削、はつり、コア抜きを行う際は、隠蔽物（鉄筋、管等）を十分調査し破損しないこと。 

サ 交付申請手続きへの協力並びに会計検査に係る資料作成の協力及び会計検査の対応への協

力を行うこと。 

 

8.2.  冷暖房機器設備冷暖房機器設備冷暖房機器設備冷暖房機器設備 

8.2.1.  一般事項一般事項一般事項一般事項 

ア 空冷ヒートポンプ空調設備の冷暖房切替型を採用すること。 

イ 冷媒はオゾン層破壊係数ゼロのものを使用すること。 

ウ グリーン購入法に適合した機種を設置すること。 

エ 市が貸与する設計図書等の資料は参考とし、その内容を市が保証するものではない。事業者

は貸与資料を参考に、敷地、既存建物の特性、更新、維持管理のしやすさ、運営等に十分配

慮し、より具体的な検討を行い、市及び対象校との協議を行うこと。 

オ 対象校の改修、統合時に移設、撤去しやすい場所に機器を設置すること。なお、設置場所は

市及び対象校と協議のうえ、最終決定すること。 

カ 設備機器の固定等は、建築設備耐震設計・施工指針（独立行政法人建築研究所監修）の最新

版に準拠すること。 

キ 屋外の配管支持材は耐食性に配慮すること。 

ク 空調設備の燃費は対象校別に検証すること。対象校別の実燃費が対象校別の基準燃費を超え

ないようにすること。基準燃費及び実燃費の算出方法については、添付資料 1「基準燃費の

算出方法及び実燃費の比較方法」を参照すること。 

ケ 空調設備の運転に使用した電力使用量、ガス使用量を測定できるメーターを設置すること。

なお、「3.3.1. 空調設備の施工業務 （4） オ」で示す更新対象の既存空調設備についても、
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メーターを設置すること。 

コ 空調設備を選定する際に行う熱負荷計算は、建築設備設計基準（国土交通省）の最新版及び

下記の表によるものとし、実施の湿度制御は成行とする。なお、各校各教室の形状、材質、

環境に応じた熱負荷計算を行うこと。なお、冷房は 6月 1 日から 9月 30日、暖房は 12月 1

日から 3月 31日の使用とし、運転時間帯は 8時から 16時とする。 

サ 熱負荷計算には外気負荷を適切に加算すること。 

シ 工事に伴い、工事対象外の諸室において、空調環境の中断が生じないよう配慮すること。 

ス 屋外露出配線は、厚鋼電線管による金属管配線とし、塗装を施すことを基本とするが、亜鉛

メッキ鋼管や厚鋼電線管（ネジ無し溶融亜鉛メッキ配管・塗装なし）など同等品質以上を確

保する提案を妨げるものではない。ただし、ケーブルラックを使用する際は、「Z35」相当

を確保すること。 

セ 屋内露出配線は、金属管配線又は金属線ぴ配線とする。金属管には塗装を施すこと。 

ソ 屋外キュービクル又は電気室・校舎間、校舎・校舎間等を横断する配線は、原則として、地

中管路を使用すること。予備配管等が不足等する場合は、地中埋設管路の新設（管路材は波

付皇室ポリエチレン管等）とする。やむを得ない場合には、学校関係者等の手の届かない架

空対応も可能とする。 

タ プルボックスの仕様は、屋内は鋼板製もしくは耐衝撃性硬質塩化ビニル管、屋外はステンレ

ス鋼板製とすること。 

チ 漏電遮断器の負荷に対する専用の接地を施すこと。 

ツ 本事業による整備分は、既存設備との区別を明確にするために、色分シール等を堅固に取り

付け、標示すること。特に、配管等を含めた共用設備について、既存設備分と本事業による

整備分が明確に区分できるよう配慮すること。 

テ PCB については、可能な限り PCB の処理等が発生しない計画とすること。なお、空調設備

の設置に伴い、PCBの有無が判明していない既存照明器具、火災報知器、扇風機等を撤去・

一時移設し、新たな器具を設置する場合は、既存器具の安定器の PCB 含有調査を行い、結

果を報告するとともに、法令に従い適正に処分すること。PCB の処理等に係る費用は市の

負担とする。 
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表 熱負荷計算の算定条件 

屋外条件 

夏季 
乾球温度［℃］ 33.2 

相対湿度［%］ 71.5 

冬季 
乾球温度［℃］ 2.1 

相対湿度［%］ 57.2 

屋内条件 

夏季 
乾球温度［℃］ 28 

相対湿度［%］ 50 

冬季 
乾球温度［℃］ 17 

相対湿度［%］ 30 

照明負荷 ［W/m2］ 7 

教室人員数 ［人/教室］ 36 

人体負荷 顕熱 SH ［W/人］ 55 

潜熱 LH ［W/人］ 62 

外気負荷 換気量 ［m3/h］ 370 

※教室人員数については、児童生徒 35 人・教員 1 人とする。また、特別支援学級・

少人数教室等についても同様の人員数とするが、小規模の教室など、通常学級として

使用することができない教室については面積に応じて人数計算し、検討を行うこと。 

出展：建築設備設計基準（国土交通省） 

学校環境衛生基準（文部科学省） 

   学校施設換気設備に関する調査研究報告書（文部科学省） 

 

8.2.2.  室外機室外機室外機室外機 

ア 室外機は、最も費用対効果の高い、効率の良い機種とすること。 

イ 原則、地上置きとするが、ビルマルチ式以外の小型で軽量な機器については、市及び対象校

が許可した場合は、この限りではない。なお、ベランダの設置は、原則、不可とする。 

ウ 鹿野小学校、須磨小学校、和田小学校、沼城小学校については、積雪深さを 30cm以上と想

定した設置方法を行うこと。 

エ 屋上に設置する場合は、構造検討を行うとともに、市及び対象校の許可を得ること。 

オ 設置スペースを小さくするなどして極力、学校環境に影響を及ぼさないよう留意すること。 

カ 高調波対策を実施すること。 

キ 既存建築物との調和に留意し、既存建築物への影響（騒音、振動、温風、臭気等の発生等）

を軽減するように配慮するとともに、隣接する住宅等には十分配慮すること。必要である場

合は防音設備等を設置すること。 

ク 使用する室外機等が、騒音規制法等の特定施設に該当しない場合であっても、その騒音値が

学校の敷地境界線上にて当該地域の騒音に係る規制基準値を超える場合には防音壁等を設

置し、当該規制値を遵守すること。 

ケ GHP 方式を採用する場合は、臭気低減機能付とすること。 

コ いたずらやボール等での破損を避けるため、室外機を保護するためのカバーを設置するとと

もに、周囲（全面）にメッシュフェンスを設けること。ただし、校舎を用いて囲う場合や破

損等の可能性が小さい場合、狭隘部への設置する場合などについては不要とすることができ
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る。なお、不要とする場合は、事前に市の承諾を得ること。 

サ 既設設備（避難器具、配管、マンホール等）、工作物（自転車置場、倉庫等）、樹木などが干

渉する場合、撤去又は移設などを行い適切に処置すること。なお、撤去又は移設するにあた

り、事前に市及び対象校と協議すること。 

シ 教室の配置状況にあわせ、最もランニングコストの有利となるよう、効率的な室外機の系統

分けを計画すること。 

ス GHP 方式を採用する場合は、室外機のドレンを適切に排水するよう配慮すること。 

セ 埋設管や側溝への干渉や上部に設置しないこと。やむを得ず、設置する場合は、迂回工事

行い適切に処置すること。なお、撤去又は移設するにあたり、事前に市及び対象校と協議

すること。 

ソ 室外機等屋外設置機器の仕様は，海岸線より概ね 1km以内の対象校においては耐塩害仕様、

海岸線より概ね 0.3km 以内の対象校においては重耐塩害仕様とし、機器や配管等の固定材

や支持材等についても塩害対策に配慮する。 

タ 鹿野小学校、須磨小学校、和田小学校、沼城小学校においては、機器、配管等が凍結によ

り破損しないよう凍結防止対策を講ずること。 

 

8.2.3.  室内機室内機室内機室内機 

ア 室内機は天井吊形とすること。 

イ 室内機は対象室内の気流や温度分布に十分配慮した台数を適切な位置に設置すること。 

ウ 照明、火災報知機、扇風機、スクリーンなどが干渉する場合、事前に市及び対象校と協議し、

撤去又は移設などを行い適切に処置すること。なお、火災報知器の移設等が生じる場合には、

周南市消防本部への届出が必要となるため特に留意すること。 

エ 建築設備耐震設計・施工指針や公共建築工事標準仕様書機械設備工事編等に基づき、室内機

の振れ止め対策として 4面に斜め材を設置すること。 

オ 振れ止め金具は脱落を防止するため、吊りボルトを包み込む形状のものを使用すること。 

カ サッシの改修にあたっては、教室内の採光、自然換気に必要な開口部の面積を確保すること。 

 

8.3.  配管設備配管設備配管設備配管設備 

8.3.1.  冷媒管冷媒管冷媒管冷媒管 

ア 経済的に最も効率の良いルートを選択し配管すること。 

イ 通常、児童の手の届かない位置に配管すること。 

ウ 非常用進入口及び避難動線等に干渉しない位置に配管すること。 

エ 既設構造体の貫通は、原則、禁止する。 

オ 配管のため窓ガラスを貫通させる場合は、アルミパネルに変更すること。なお、その場合は、

非常用進入口の確保や採光・換気に留意すること。 

カ 屋外露出の仕上げはステンレスラッキングとすること。 

キ 屋内露出の仕上げは樹脂カバーとすること。 

ク 既設カーテン等が冷媒管により全閉できない状態となる場合は、当該箇所に開閉可能なカ

ーテン等を設置すること。 
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8.3.2.  ドレン管ドレン管ドレン管ドレン管 

ア 空調設備のドレンはルーフドレン、雨水側溝、などに放流すること。また、必要に応じて

ドレン用の間接排水やトラップ等を設置すること。 

イ 屋内ドレン管の保温仕上げは樹脂カバーとすること。 

ウ 逆流しないように配管すること。 

 

8.4.  自動制御設備自動制御設備自動制御設備自動制御設備 

8.4.1.  集中コントローラー集中コントローラー集中コントローラー集中コントローラー 

ア 職員室に設置し、本事業で設置する全空調設備の操作（運転、停止、設定温度、風量等）、

監視（運転、停止、設定温度、風量等）、スケジュール管理などの一括制御を行うこと。 

イ 消し忘れ防止機能付とすること。 

ウ 無断で設定温度を変更された場合においても、一定時間の経過後に設定温度に戻る機能を

設置すること。また、個別リモコンの操作禁止機能付とすること。 

エ 空調設備供用開始日における各種設定については、事前に市及び対象校と協議すること。 

オ 集中管理コントローラーはタッチパネル式とすること。 

 

8.4.2.  個別リモコン個別リモコン個別リモコン個別リモコン 

ア 壁付けワイヤード型とすること。 

イ 原則、教室の前方廊下側の同じ位置（各校ごと）に設置すること。 

ウ 対象教室ごとに、運転、停止、設定温度、風量、タイマー設定が行えるものとすること。 

エ リモコンは、可能な限り操作方法が同じもの、または同様なものに揃えること。 

オ 空調設備供用開始日における各種設定については、事前に市及び対象校と協議すること。 

カ 児童が操作できないように、ボックス（開閉式）を設置すること。ただし、リモコンの操

作禁止設定機能があれば、ボックスの設置は不要とする。 

 

8.4.3.  その他その他その他その他 

ア キュービクルの更新を行わず、改修を実施する場合は、既存キュービクルの外装部分の塗装

を行うこと。 

イ 供用開始後に、本事業による電力消費が原因で、受電容量が不足する事態が生じた場合、

事業者は速やかに受電設備の改善工事を行うこと。 

 

8.5.  エネルギー供給設備エネルギー供給設備エネルギー供給設備エネルギー供給設備 

ア 空調設備の運転に必要となるエネルギーの種別については、事業者において電力、都市ガ

ス及び液化石油ガスのいずれかから設定すること。熱源価格、熱源供給における安定性及

び環境への負荷等の観点から、適切な熱源を選択し、又はその組み合わせを選択し、提案

すること。 

イ 電力、ガス等のエネルギー供給設備は、必要に応じて機器の改修、配管・配線の盛り替え

等を実施すること。なお、当該工事に伴い、一時的に機能が停止する場合は、事前に市及

び対象校と協議し、必要に応じて代替措置を講じること。 

ウ 受変電設備について既設設備を調査し容量が不足する場合は交換又は増設を行うなどして
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増強すること。また、必要に応じて PCB含有分析を行い報告すること。なお、老朽化して

いる既設受変電設備は、本事業において更新を提案することも可能であるが、その場合、

更新時の停電日数が可能な限り少なくなるよう配慮すること。 

エ 液化石油ガスを採用する場合については、供給が途絶しないよう配慮すること。また、保

管場所の安全対策については万全を期すこと。なお、補給回数頻度が多くならないように

配慮し容量を選定するとともに、補給回数は 2 週間に 1回以下とすること。 
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9.  提出書類提出書類提出書類提出書類 

業務範囲において、他業務と類似した書類を作成する場合は、統一した様式にて作成し、提出

すること。また、対象校ごとに作成する書類・図書等についても、同一書類は統一した様式にて

作成し、提出すること。なお、様式については、事前に市と協議すること。 

 

9.1.  事業計画書等事業計画書等事業計画書等事業計画書等 

9.1.1.  事業計画書事業計画書事業計画書事業計画書 

契約締結後速やかに、以下に記載する内容を本事業全体の事業計画書として作成し、市に提出

して確認を得ること。 

品   目 部数 体 裁 
媒体種別 

備 考 
紙 電子 

総括責任者の通知書 1 A4 ○ ○  

事業計画書 

� 本事業全体の事業スケジュール 

� 本事業全体の組織計画 

� 連絡体制等 

1 任意 ○ ○  

 

9.1.2.  セルフモニタリング計画書セルフモニタリング計画書セルフモニタリング計画書セルフモニタリング計画書 

契約締結後速やかに、以下に記載する内容をセルフモニタリング計画書として作成し、市に提

出して確認を得ること。 

品   目 部数 体 裁 
媒体種別 

備 考 
紙 電子 

セルフモニタリング計画書 

� セルフモニタリング項目 

� 判断基準 

� 実施方法 

� 実施時期等 

1 A4 ○ ○  

 

9.1.3.  設計業務に係る計画書等設計業務に係る計画書等設計業務に係る計画書等設計業務に係る計画書等 

設計業務着手前に、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出して確認を得ること。 
 

品   目 部数 体 裁 
媒体種別 

備 考 
紙 電子 

設計責任者の通知書 1 A4 ○ ○  

設計担当者の通知書 1 A4 ○ ○  

設計業務計画書 

� 業務方針書 

� 業務工程表（設計図一覧含む） 

� 業務組織計画 

（担当技術者名簿、業務分担表、経歴書を含む） 

� 使用する主な図書及び基準 

� 連絡体制等 

1 任意 ○ ○  

市内業者発注等計画書 1 任意 ○ ○  

現地調査計画書 1 任意 ○ ○ 
対象校ごと 

提出状況・要求性能確認書（チェックリスト） 1 任意 ○ ○ 

 

ア 業務計画書 

� 設計業務着手前に設計業務計画書を作成し、市に提出して確認を得ること。 
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イ 市内業者発注等計画書 

� 設計業務着手前に事業者から直接設計業務を受託する企業及びその下請負業者（再委託若

しくは一次下請けまで）に含まれる全ての市内業者に関して、予定している発注・請負金

額等を明記した市内業者発注等計画書を作成し、市に提出して確認を得ること。 

 

9.1.4.  施工業務施工業務施工業務施工業務に係る計画書等に係る計画書等に係る計画書等に係る計画書等 

施工業務着手前に、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出して確認を得ること。 

品   目 部数 体 裁 
媒体種別 

備 考 
紙 電子 

施工責任者の通知書 1 A4 ○ ○  

施工担当者の通知書 1 A4 ○ ○  

対象校別組織体制表 1 A3 ○ ○  

施工業務計画書 

� 業務方針書 

業務工程表（全体施工計画書・施工図・官公署届出の

提出予定を含む） 

� 業務組織計画 

（担当技術者名簿、業務分担表、経歴書を含む） 

� 現場防災マニュアル（緊急連絡先含む） 

� 連絡体制等 

1 任意 ○ ○  

施工計画書 

� 仮設計画 

� 搬出入計画 

� その他工事計画等 

1 任意 ○ ○ 対象校ごと 

市内業者発注等計画書 1 任意 ○ ○  

工事材料使用承諾願 1 A4 ○ ○ 

対象校ごと 

施工体制台帳の写し※ 1 1 A3 ○ ○ 

施工体系図の写し※ 1 1 A3 ○ ○ 

下請負通知書の写し※ 1 1 A3 ○ ○ 

建設工事保険証書の写し※ 1 1 A4 ○ ○ 

建設廃棄物処分計画書 1 任意 ○ ○ 

再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書 1 ※ ○ ○ ※COBRIS 

労災保険加入証明書の写し※ 1 1 A4 ○ ○  

建設業退職金共済証紙購入状況報告書の写し※ 1 1 A4 ○ ○  

コリンズ関連資料 1 A4 ○ ○  

着手届 1 任意 ○ ○  

提出状況・要求性能確認書（チェックリスト） 1 任意 ○ ○ 対象校ごと 

※ 1 施工業務を受託する企業より提出される、施工体制台帳等の写しを市に提出すること。また、施工体制台

帳等を更新した場合は、適宜、当該資料の写しを市に提出すること。 

 

ア 施工業務計画書  

� 施工業務着手前に施工業務計画書を作成し、市に提出して確認を得ること。なお、市の確

認を得た後、速やかに施工担当者から対象校に提出し、施工業務計画の説明をすること。 

イ 施工計画書 

� 当該工事の着手前に施工計画書を作成し、市に提出して確認を得ること。 

ウ 市内業者発注等計画書 

� 施工業務着手前に事業者から直接施工業務を受託する企業及びその下請負業者（再委託若

しくは一次下請けまで）に含まれる全ての市内業者に関して、予定している発注・請負金

額等を明記した市内業者発注等計画書を作成し、市に提出して確認を得ること。 
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エ 工事材料使用承諾願 

� 使用する主要資材について、当該資材の調達前に工事材料使用承諾願を作成し、市に提出

して確認を得ること。 

オ 着手届 

� 施工業務着手前に着手届を作成し、市に提出して確認を得ること。 

 

9.1.5.  工事監理業務工事監理業務工事監理業務工事監理業務に係る計画書等に係る計画書等に係る計画書等に係る計画書等 

工事監理業務着手前に、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出して確認を得ること。 

品   目 部数 体 裁 
媒体種別 

備 考 
紙 電子 

工事監理責任者の通知書 1 A4 ○ ○  

工事監理者の通知書 1 A4 ○ ○  

工事監理業務計画書 

� 業務方針書 

� 業務工程表（施工計画書・施工図・官公署届出

の提出予定を含む） 

� 業務組織計画 

（担当技術者名簿、業務分担表、経歴書を含む） 

� 使用する主な図書及び基準 

� 連絡体制等 

1 任意 ○ ○  

市内業者発注等計画書 1 任意 ○ ○  

提出状況・要求性能確認書（チェックリスト） 1 任意 ○ ○ 対象校ごと 

 

ア 業務計画書 

� 工事監理業務着手前に工事監理業務計画書を作成し、市に提出して確認を得ること。 

イ 市内業者発注等計画書 

� 工事監理業務着手前に事業者から直接工事監理業務を受託する企業及びその下請負業者

（再委託若しくは一次下請けまで）に含まれる全ての市内業者に関して、予定している発

注・請負金額等を明記した市内業者発注等計画書を作成し、市に提出して確認を得ること。 

 

9.1.6.  維持管理業務に係る計画書等維持管理業務に係る計画書等維持管理業務に係る計画書等維持管理業務に係る計画書等 

維持管理業務着手前に、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出して確認を得ること。 

品   目 部数 体 裁 
媒体種別 

備 考 
紙 電子 

維持管理責任者の通知書 1 A4 ○ ○  

維持管理担当者の通知書 1 A4 ○ ○  

維持管理業務計画書 

� 業務方針書 

� 業務工程表 

� 業務組織計画 

（担当技術者名簿、業務分担表、経歴書を含む） 

� 業務実施手順書 

� 業務実施基準 

� 業務実施結果の記録方法 

� 各種帳票、様式集 

� 連絡体制等 

1 任意 ○ ○  

市内業者発注等計画書（チェックリスト） 1 任意 ○ ○  

提出状況・要求性能確認書 1 任意 ○ ○ 対象校ごと 
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ア 維持管理業務計画書 

� 維持管理業務期間開始の 1 ヶ月前までに、市に提出して確認を得ること。なお、維持管理

業務期間中に維持管理業務計画書の内容を変更する場合は、事前に市と協議すること。 

イ 市内業者発注等計画書 

� 維持管理業務着手前に事業者から直接維持管理業務を受託する企業及びその下請負業者

（再委託若しくは一次下請けまで）に含まれる全ての市内業者に関して、予定している発

注・請負金額等を明記した市内業者発注等計画書を作成し、市に提出して確認を得ること。 

 

9.2.  報告書報告書報告書報告書等等等等 

9.2.1.  設計業務に係る報告書等設計業務に係る報告書等設計業務に係る報告書等設計業務に係る報告書等 

設計業務中及び設計業務完了後、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出して確認を

得ること。 

【設計業務中】 

品   目 部数 体 裁 
媒体種別 

備 考 
紙 電子 

打合せ議事録 1 A4 ○ ○  

提出状況・要求性能確認書 1 任意 ○ ○  

 

【設計業務完了時】 

品   目 部数 体 裁 
媒体種別 

備 考 
紙 電子 

設計計算書 

� 熱負荷計算書 

� 受変電容量計算書 

� 開閉器容量計算書 

� 騒音計算書 

� 機器選定書 

� 幹線サイズ計算書等 

1 任意 ○ ○ 

対象校ごと 

設計図 1 
A3 

二つ折製本 
○ ○ 

関係官庁届出書類 1 A4 ○ ○ 

施工業務時に想定される関係官公署届出書類一覧表

（電気・ガス事業者含む） 
1 任意 ○ ○ 

設計概要説明書 1 任意 ○ ○ 

設計業務の受託企業による自主検査記録 1 任意 ○ ○ 

事業者による完了検査記録 1 任意 ○ ○ 

市による完了確認検査記録 1 任意 ○ ○ 

提出状況・要求性能確認書 1 任意 ○ ○ 

光熱費計算書（令和 15年 9月迄） 1 任意 ○ ○ 

市内業者発注等報告書 1 任意 ○ ○  

 

ア 設計計算書 

� 本事業対象校ごとに、熱負荷計算書、機器選定書、幹線サイズ計算書等の必要な設計計算

書を作成し、市に提出して確認を得ること。 

イ 設計図 

� 対象校ごとに空調設備設計図、電気設備設計図を作成し、市に提出して確認を得ること。 

なお、報告媒体種別の電子データは CAD データ及び PDFデータとする。 

� 市は、必要に応じて設計変更を指示することができる。なお、設計変更に関する費用負担

区分の詳細については、事業契約書において示す。 
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� 設計に関する著作権は市に帰属する。 

ウ 市内業者発注等報告書 

� 設計業務完了時に事業者から直接設計業務を受託する企業及び下請負業者（再委託若しく

は一次下請けまで）に含まれる全ての市内業者に関して、発注・請負金額等を明記した市

内業者発注等報告書を作成し、市に提出すること。 

 

9.2.2.  施工業務施工業務施工業務施工業務に係る報告書等に係る報告書等に係る報告書等に係る報告書等 

施工業務中及び施工業務完了後、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出して確認を

得ること。 

【施工業務中】 

品   目 部数 体 裁 
媒体種別 

備 考 
紙 電子 

納入仕様書 1 A4 ○ ○ 

対象校ごと 

空調設備施工図 1 A3 ○ ○ 

電気設備施工図 1 A3 ○ ○ 

耐震計算書※ 1 A4 ○ ○ 

月次報告書 

（工事日報、工事写真、実施工程表、打合せ議事録等） 
1 A4 ○ ○ 

提出状況・要求性能確認書 1 任意 ○ ○ 

 ※原則、室外機は屋上に設置するものとしているが、屋上に機器を設置する場合は、構造計算書で確認を行った

旨を報告書として提出する。 

【空調設備供用開始前】 

品   目 部数 体 裁 
媒体種別 

備 考 
紙 電子 

機器完成図書 

� 機器完成図 

� 機器性能試験報告書 

� 各種保証書 

� 納入業者一覧表等 

1 A4 ○ ○ 

対象校ごと 

試運転調整記録 1 任意 ○ ○ 

隣地境界における騒音測定記録 1 A4 ○ ○ 

空調設備運用マニュアル 1 A4 ○ ○ 

事業者による供用開始前検査記録 1 任意 ○ ○ 

提出状況・要求性能確認書 1 任意 ○ ○ 対象校ごと 

【施工業務完了時】 

品   目 部数 体 裁 
媒体種別 

備 考 
紙 電子 

完成図（空調設備・電気設備） 1 
A3 

二つ折製本 
○ ○ 対象校ごと 

工事写真 1 A4 ○ ○ 

対象校ごと 産業廃棄物管理表（マニフェスト）の写し 1 A4 ○ ○ 

付属品（付属品リスト含む） 1 A4 ○ ○ 

再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書 1 ※ ○ ○ ※COBRIS 

建設業退職金共済証紙購入状況報告書の写し 1 A4 ○ ○  

コリンズ関連資料 1 A4 ○ ○  

諸官庁届出書類（検査記録を含む）の副本  1 A4 ○ ○ 

対象校ごと 
施工業務の受託企業による自主検査記録 1 任意 ○ ○ 

事業者による完成検査記録 1 任意 ○ ○ 

市による完成検査記録 1 任意 ○ ○ 

工事完成通知書 1 A4 ○ ○  

提出状況・要求性能確認書 1 任意 ○ ○ 
対象校ごと 

対象校別工事金額内訳書 1 任意 ○ ○ 

市内業者発注等報告書 1 任意 ○ ○  
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ア 空調設備・電気設備施工図 

� 施工業務着手前に対象校ごとに空調設備施工図、電気設備施工図を作成し、市に提出して

確認を得ること。 

イ 月次報告書 

� 工事期間中、対象校ごとに工事日報、工事写真、実施工程表、打合せ議事録等をまとめた

月次報告書を作成し、市に報告すること。 

ウ 機器完成図書 

� 令和 2年 10 月 1 日の空調設備供用開始にあたり、機器完成図、機器性能試験報告書、機

器取扱説明書、各種保証書、機器納入業者一覧表等をまとめた機器完成図書を作成し、市

に提出して確認を得ること。 

エ 完成図（空調設備・電気設備） 

� 施工業務完了時に空調設備施工図、電気設備施工図に基づき、対象校ごとに完成図を作成

し、市に提出して確認を得ること。なお、完成図の構成及び報告媒体は原則、設計図に準

拠することとし、必要に応じて施工図で作成した図面等を含めること。 

オ 工事写真 

� 工事写真は、工事を行う箇所（対象教室、主要機器類の設置場所等）について、施工前、

施工中、施工後を提出すること。また、完成後に外部から確認できない主要な部分（天井

内隠蔽部、土中埋設部等）についても同様に提出すること。 

� 国庫補助申請用（起債申請用）の工事写真として、対象校ごとの写真帳（A4版・両面印

刷）及び JPG形式のデータ一式（CD 又は DVD）を提出すること。 

カ 付属品（付属品リスト含む） 

� 施工業務完了時に付属品を対象校に納品すること。また、納品する付属品について、付属

品リストを作成し、市及び対象校に提出すること。なお、付属品の納品場所については、

事前に対象校と協議すること。 

キ 工事完成通知書 

� 各種検査の完了後、工事完成通知書を作成し、市に提出すること。 

ク 市内業者発注等報告書 

� 施工業務完了時に事業者から直接施工業務を受託する企業及びその下請負業者（再委託若

しくは一次下請けまで）に含まれる全ての市内業者に関して、発注・請負金額等を明記し

た市内業者発注等報告書を作成し、市に提出すること。 

 

9.2.3.  工事監理業務に係る報告書等工事監理業務に係る報告書等工事監理業務に係る報告書等工事監理業務に係る報告書等 

工事監理業務中及び工事監理業務完了後、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出し

て確認を得ること。 

【工事監理業務中】 

品   目 部数 体 裁 
媒体種別 

備 考 
紙 電子 

月次報告書（工事監理日報、打合せ議事録等） 1 A4 ○ － 
対象校ごと 

提出状況・要求性能確認書 1 任意 ○ ○ 
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【工事監理業務完了時】 

品   目 部数 体 裁 
媒体種別 

備 考 
紙 電子 

工事監理業務の受託企業による監理者検査記録 1 任意 ○ ○ 
対象校ごと 

提出状況・要求性能確認書 1 任意 ○ ○ 

市内業者発注等報告書 1 任意 ○ ○  

 

ア 月次報告書 

� 工事監理業務期間中に対象校ごとに、工事監理日報、打合せ議事録等をまとめた月次報告

書を作成し、市に報告すること。 

イ 市内業者発注等報告書 

� 工事監理業務完了時に事業者から直接設計業務を受託する企業及び下請負業者（再委託若

しくは一次下請けまで）に含まれる全ての市内業者に関して、発注・請負金額等を明記し

た市内業者発注等報告書を作成し、市に提出すること。 

 

9.2.4.  維持管理業務に係る報告書等維持管理業務に係る報告書等維持管理業務に係る報告書等維持管理業務に係る報告書等 

維持管理業務中、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出して確認を得ること。 

【維持管理業務期間中】 

品   目 部数 体 裁 
媒体種別 

備 考 
紙 電子 

年間業務計画書 1 任意 ○ ○ 対象校ごと 

半期業務報告書（夏季・冬季） 1 任意 ○ ○  

保守点検報告書 1 任意 ○ ○  

不具合調査報告書 1 任意 ○ ○  

不具合改善報告書 1 任意 ○ ○  

提出状況・要求性能確認書 1 任意 ○ ○  

 

【維持管理業務期間完了時】 

品   目 部数 体 裁 
媒体種別 

備 考 
紙 電子 

保管部品リスト 1 任意 ○ ○ 対象校ごと 

市内業者発注等報告書 1 任意 ○ ○  

 

ア 年間業務計画書 

� 事業年度ごとの維持管理業務開始の 1 ヶ月前までに、対象校ごとに年間業務計画書として

作成し、市に提出して確認を得ること。 

イ 半期業務報告書（夏季・冬季） 

・ 維持管理業務期間中、対象校ごとに以下に記載する内容を半期業務報告書として作成し、

夏季の業務報告書は 10 月 15日、冬季の業務報告書は 3 月 31 日までに市に提出して確認

を得ること。なお、下記の①から③の計測記録は月ごとの消費量等をまとめたものとする

が、市から特定の日時の計測記録に関し報告の要求があった場合には提出すること。 

① 対象校別の夏季・冬季の電気エネルギー消費量（空調運転に係る消費分）の計測記録 

② 対象校別の夏季・冬季のガスエネルギー消費量（空調運転に係る消費分）の計測記録 

③ 対象校別の室内機の運転時間の計測記録 

④ セルフモニタリング結果報告 
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※冬期の業務報告書については 3 月 15 日までの計測記録について提出し、3 月 16 日以降

の計測記録については次期の夏期業務報告書で提出すること。 

※セルフモニタリングの結果、改善工事が必要であると判断した場合は、改善方法等を検

討し、改善方法や改善工事の実施日等について、市及び対象校と協議し、確認を得るこ

と。 

※上記のセルフモニタリング結果報告に基づき、改善工事を実施した場合は、改善報告を

作成し、市に提出して確認を得ること。 

� 対象校別の基準燃費と実燃費の比較資料 

※実燃費の算出に用いるデータ記録は、対象校別の基準燃費と実燃費の比較表の一部とし

て、対象校別に整理して市に提出すること。 

ウ 保守点検報告書 

� 維持管理業務期間中、対象校ごとに業務工程表に定める時期に、以下に記載する内容の保

守点検を実施し、保守点検報告書として作成し、半期業務報告書とあわせて市に提出する

こと。なお、保守点検の実施日は、事前に市及び対象校と協議し、市または対象校が要望

する日程で実施すること。 

① フィルター清掃（交換）実施記録 

② メーカーが定める定期点検実施記録 

③ 改正フロン法に基づく定期点検実施記録 

④ その他、必要に応じて実施した保守点検実施記録 

エ 不具合調査報告書 

� 維持管理業務期間中、市及び対象校から空調設備使用に起因する、学習環境に関する苦情

（運転不良、騒音、温熱環境不良等）及び機器の故障等による不具合発生の連絡があった

際は、速やかに原因を調査すること。また、要求水準未達が発生した場合も同様に、速や

かに原因を調査すること。なお、調査の実施日は、事前に市及び対象校と協議し、市また

は対象校が要望する日程で実施すること。 

� 調査した結果、機器の故障等がなく、正常に運転していることが確認できた場合は、その

旨を調査報告書として作成し、調査実施後 3日以内に市及び対象校に提出すること。 

� 調査した結果、機器の故障等による不具合が確認できた場合は、その原因と改善方法等を

調査報告書として作成し、調査実施後 3 日以内に想定される原因とその後の対応方法につ

いて、報告書を作成し、市及び対象校に提出すること。原因の特定と改善方法の立案につ

いては、調査実施後 7 日以内に作成し、同様に提出すること。ただし、これに因りがたい

場合は、市と協議すること。改善方法や改善工事の実施日等については、市及び対象校と

協議し、確認を得ること。 

オ 不具合改善報告書 

� 改善完了後 3 日以内に改善報告書を作成し、市に提出して確認を得ること。 

カ 市内業者発注等報告書 

� 維持管理業務期間完了時に事業者から直接維持管理業務を受託する企業及び下請負業者

（再委託若しくは一次下請けまで）に含まれる全ての市内業者に関して、発注・請負金額

等を明記した市内業者発注等報告書を作成し、市に提出すること。 
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添付資料１添付資料１添付資料１添付資料１ 

 

基準燃費の算出方法及び実燃費の比較方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電力を主なエネルギー（EHP）とする場合は、電気消費量を対象とし、ガスを主なエネルギー（GHP）

とする場合は、ガス消費量を対象として比較を行う。同一校において、EHP と GHP が混在してい

る場合には、それぞれ比較を行う。 

  

⑥ 比較資料の作成 

④と⑤の比較表作成 

 

① 事業者が入札書類（提案書を含む）に記載する対象校別の燃費 × 安全率 

（安全率については、学校の現状、冷媒配管長の補正、空調設備の経年劣化等を踏まえて勘案すること。） 

■基準燃費の算出方法 

② 供用開始後 1年間のエネルギー消費量（kWh、m3）、 

室外機及び室内機の運転時間（h）、外気温（℃）を対象校別に計測 

③ 対象校別のエネルギー消費量（kWh、m3）、運転時間（h）の見直し 

④ 基準燃費 

④ 基準燃費（kW、m3/h） 

見直し後の対象校別の燃費 × 安全率 

⑤ 2年目以降の実燃費を対象校別に計測 

■基準燃費と実燃費の比較方法 

④ ≧ ⑤ 

No 

Yes 
⑦ 問題なし 

⑧ 性能基準を満たしていない可能性があると判断する。 

事業者は⑤が④を超えた原因を市に報告し、明らかに事業者に責があると判断される場合、改善工事を行う。 
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① 対象校毎に、事業者が入札書類（提案書を含む）で提案した全室外機及び室内機の定格燃

費（メーカー基準値）及び安全率（学校の現状、冷媒配管長の補正、空調設備の経年劣化、

事業者が入札書類（提案書を含む）で提案した維持管理等を加味して割合を算出すること。）

を乗じた値を、基準燃費とする。 

 

② 供用開始後 1年間のエネルギー消費量（kWh、m
3）、室外機及び室内機の運転時間（h）、外

気温（℃）を対象校別に計測すること。なお、外気温は下関地方気象台のデータを使用する

こと。 

 

③ ②の資料をもとに対象校別のエネルギー消費量（kWh、m
3）、室外機及び室内機の運転時間

（h）について市と協議のもと見直しを行う。 

 

④ 見直したエネルギー消費量（kWh、m
3）、室外機及び室内機の運転時間（h）をもとに 2 年目

以降のモニタリングに使用するための室外機及び室内機の運転時間当たりのエネルギー消

費量（kW、m
3
/h）に事業者が入札書類（提案書を含む）で提案した安全率を乗じた値と外

気温（℃）の関係性を示す資料を対象校別に作成し、それを基準燃費とする。 

 

⑤ 実燃費（2年目以降の対象校別の室外機及び室内機の運転時間当たりのエネルギー消費量

（kW、m
3
/h））と外気温（℃）を計測する。 

 

⑥ ⑤の計測結果を踏まえ、④と同様の資料を作成し、基準燃費との比較表を作成する。 

 

⑦ ④≧⑤の場合、性能基準を満たしていると判断する。 

 

⑧ ④＜⑤の場合、市は、性能基準未達の可能性があると判断し、事業者は「9.2.4. 維持管理業

務に係る報告書等」に示す不具合調査報告書にその原因を報告すること。その原因が明らか

に事業者に責がある場合、事業者は改善工事を行う。 


